
平成３０年度甲種防火管理再講習 実施要綱

１ 趣旨
近年における防火対象物の使用、管理形態の複雑化、防災設備等の高度化への順応

や消防法令改正の把握など、防火管理には、防火管理業務を適切に行っていく上での
知識、技能の更新が常に要求されています。

平成１５年６月の法令改正により、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防
火対象物の防火管理者に対しては、一定期間ごとに再講習を義務づけることが定めら
れ、平成１８年４月１日から制度化されました。

２ 講習区分
甲種防火管理再講習

３ 受講対象者

甲種防火管理新規講習修了者で、収容人員が３００人以上のホテル、病院及び物品
販売店舗など不特定多数の人が出入りする建物（特定防火対象物）で防火管理者とし
て選任されている方。

４ 受講期限
（１）防火管理者として選任された日の４年前までに甲種防火管理新規講習又は甲種

防火管理再講習を修了した方は、選任された日から１年以内。
（２）（１）以外の方は、甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した日

以後における最初の４月１日から５年以内。

５ 講習日時
平成３０年６月７日（木）９：３０～１１：５０

※受付は９：００～９：２０

６ 講習場所
柳井市南町五丁目４番１号

柳井地区広域消防本部 ３階大会議室

７ 講習内容
（１）おおむね過去５年間における防火管理に関する法令改正の概要に関すること。

（２）火災事例等の研究に関すること。

８ 講習日程
別添講習時間割のとおり

９ 受講手続き
甲種防火管理再講習受講申込書に必要な事項を記入のうえ、写真１枚（縦３cm×横

２．４㎝写真うら側に氏名を記入）を添えて柳井地区広域消防本部予防課又は最寄り

の消防署、出張所に申し込んでください。



１０ 受付期間
平成３０年５月１日（火）から５月１８日（金）まで。

１１ 受講費用
１,５００円（テキスト代）
受講費用については、講習当日の受付でお支払いください。なお、釣銭がないよ

うに準備をお願いします。

１２ 問合わせ先
〒７４２－００３１
柳井市南町五丁目４番１号

柳井地区広域消防本部 予防課指導係 担当：林
TEL（０８２０）２３－７７７４
FAX（０８２０）２３－４５０３


